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入園の申込み～

入園決定 

１．幼稚園（私立幼稚園・認定こども園（幼稚園部分））とは 

幼稚園は幼児教育を目的とした施設です。各私立幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）では、それぞ

れ特色ある教育を行っています。保育園はご自宅で保育が出来ない方が日中お子さんを預ける施設であ

り、入所にあたってご自宅で保育できないことを証明する要件が必要ですが、幼稚園はお子さんを「集

団生活に慣れさせたい」「教育を受けさせたい」等の理由でもご利用できます。 

 

２．入園までの手続きの流れ 

○入園の手続きについては、各私立幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）に直接お

申込みをお願いします。申込期間、申込方法等についても、施設に直接お問い合

わせください。 

○年度途中の入園については、定員に空きがあれば入園できますので、その都度各施

設へお問い合わせください。 

 

 

 

○幼児教育・保育の無償化により、月額の保育料が無償化（一部限度額あり）とな

ります。無償化の対象となるためには、認定を受ける必要があります。 

○幼稚園から渡される無償化に係る申請書類を市役所保育課窓口または、施設に提

出してください。必要な手続きの詳細は４～９ページ「幼児教育・保育の無償化に

ついて」をご確認ください。 

           

 

        ○入園後、住所の変更や家庭状況、保育を必要とする事由等の変更があった場合は、

認定の変更が必要な場合がありますので、変更が生じた月の月末までに（閉庁日は

除く）市役所保育課まで申し出てください。 

 

３．預かり保育のご案内 

私立幼稚園や認定こども園（幼稚園部分）では、幼稚園としての活動のほか、在籍しているお子さんの

保育を希望する場合に預かり保育を実施しています。私立幼稚園や認定こども園（幼稚園部分）の預かり

保育を利用することで、保育園にお子さんを預ける場合とほぼ同様の時間帯で保育を受けることができ

ます。 

預かり保育の時間帯、定員、利用料等については、施設ごとに異なります。詳しくは、３ページ「預か

り保育一覧表」をご参照ください。 

また、幼児教育・保育の無償化により、保育の必要性があると認定を受けた方については、預かり保育

の利用料が無償化（限度額あり）となります。必要な手続きの詳細は ４～９ページ「幼児教育・保育の

無償化について」をご確認ください。 

幼児教育・保育

無償化の手続き 

入園 
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４．預かり保育一覧表

平日 料金 長期休業期間 料金

朝：8:00～8:30 朝：200円/日 ① 8:00～12:30 ① 900円

夕：保育終了～18:00 夕：200円/時間 ② 8:00～14:30 ②1,300円

 　(17:30～18:00  200円/30分) ③ 12:30～17:00 ③ 900円

④ 17:00～17:30 ④ 200円加算されます

朝：7:30～8:30 朝：(7:30～) 200円/日 ①8:00～12:30 ①９00円

夕：保育終了～18:00 　　(8:00～) 100円/日 ②8:00～14:30 ②1300円

夕：200円/時間 ③12:30～17:00 ③９00円

　　(17:30～18:00は200円) ④17:00～17:30 ※200円加算されます。

（入会制
※1

） （入会制
※1

）
夕：14:00～18:00 800円/日 1日：8:30～18:00 1日：1,400円/日

　：11:45～18:00 1,000円（午前保育時）/日

朝　： 8:00 ～ 9:00  朝：150円/日 1日①：8:30～15:00 1日①：1,000円/日

夕①：14:00～17:00 夕①：500円/日 1日②：8:30～16:30 1日②：1,200円/日

夕②：14:00～17:30 夕②：600円/日 1日③：8:30～17:00 1日③：1,500円/日

夕③：14:00～18:00 夕③：800円/日

朝：8:00～9:00 朝：200円/日 1日：8:30～17:30 1日：1,200円/日

夕：11:00～18:00 夕：900円/日

夕：14:00～18:00 夕：700円/日

朝：7:45～9:00 朝：100円/時間 1日：8:00～18:00 8:00～15:00　200円/時間

夕：14:00～18:45 夕：(～15:00) 100円/時間 15:00～17:00　200円/30分

　　(15:00～) 200円/時間 17:00～18:00　300円/30分

　　(17:00～18:45) 30分300円

（登録制
※2

）
朝：7:30～8:30 朝：100円/30分 朝：7:30～8:30 朝:100円/30分

夕：14:00～17:00 夕：最大600円/日 （登録制
※2

） 1日：8:30～17:00 8:30～14:00　800円

※日替わりでイベント有り 14:00～17:00　100円/30分

朝：7:30～9:00 朝：(7:30～) 400円 1日：7:30～18:30 1時間：200円

　　(8:00～) 200円

夕：14:00～18:30 夕：(14:00～18:30) 

　　200円/時間

※1　入会登録料：5,000円（1回の登録で平日・長期休業期間両方利用可能、および在園期間中有効。）

※2　利用登録料：3,000円（1回の登録で平日（夕方）・長期休業期間両方利用可能、および在園期間中有効。）

○土曜日は実施していません。

○在園児以外の預かり保育は実施していません。

○必要に応じて、別途実費が発生します。

○詳細は各施設へ直接お問い合わせください。

松山幼稚園

松山南幼稚園

認定こども園
松山聖ルカ

幼稚園

ひさみ幼稚園

認定こども園
高坂幼稚園
（仮称）

東平幼稚園

新明幼稚園

東松
認定こども園

げんき
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５．幼児教育・保育の無償化について 

令和元年１０月から「幼児教育・保育の無償化」が実施され、主に３歳児以上の保育料等が原則とし

て無償となりました。主な内容は以下のとおりです。 

◎東松山市内の私立幼稚園に通う場合 

無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定（第１号～第３号）」を受ける必要があります。 

施設等利用給付認定の区分と無償化対象額は以下のとおりとなります。 

 

「施設等利用給付」の認定区分 
無償化対象額（月額限度額） 

保育料及び入園料 預かり保育の利用料 

第１号 
満３歳以上の子どもで、保育を必要としな

い（教育を必要とする）子ども 

２５，７００円 

対象外 

第２号 
３歳児クラス（年少）以上の子どもで、保

育の必要性がある子ども 

１１，３００円 

（日額４５０円） 

第３号 

３歳になってから最初の３月３１日を迎

えるまでの子どもで、保育の必要性があ

り、かつ市区町村民税非課税世帯の子ども 

１６，３００円 

（日額４５０円） 

 

【注意事項】 

・「保育の必要性がある」の条件は、保護者いずれもが以下の要件のいずれかに該当する場合です。 

  ①労働（１か月に６４時間以上労働していることを常態とする場合） 

  ②妊娠・出産（母親が妊娠又は産後間もない状態※３の場合） 

③疾病・障害（保護者が病気、負傷、心身障害等で、子どもの保育を必要とする場合） 

  ④介護・看護（１か月に６４時間以上、病気や障害を有する同居親族を介護・看護している場合） 

  ⑤災害復旧（地震や風水害又は火災等の災害の復旧にあたっている場合） 

  ⑥求職活動（求職活動を継続的に行っている場合） 

  ⑦就学・職業訓練（１か月に６４時間以上学校に在学している、又は職業訓練を受けている場合） 

  ⑧児童虐待のおそれ（児童虐待を行っている、又は再び行われるおそれがあると認められる場合） 

  ⑨家庭内暴力（家庭内暴力により保育を行うことが困難であると認められる場合） 

  ⑩育児休業（育児休業を取得する際に、既に幼稚園等を利用している子どもについて、引き続き利

用が必要と認められる場合） 

  ⑪その他（①～⑩に類するものとして市長が認める場合） 

※3 出産（予定）日の前３か月から、出産（予定）日から８週間後にあたる日の翌日が属する月の末日までの間を指します。 

 

１．毎月の保育料について 

毎月の保育料は施設等利用給付認定（第１号）を受けることで、月額 25,700 円まで無償となります。

あらかじめ無償化対象となる保育料は徴収しません。 
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※無償化の対象経費には、給食費、教材費、通園バス代等は含まれません。 

※入園料については、月額換算（入園料÷入園初年度の在籍月数（小数点以下切り捨て））で月ごとの無

償化対象額を計算します。 

【必要な手続】 

幼稚園から渡される申請書類を市役所保育課窓口又は幼稚園に提出してください。 

①申請書「子育てのための施設等利用給付認定（変更）申請書（第１号）」 

②世帯全員分のマイナンバーカード、個人番号通知カード又は個人番号の記載がある住民票の写し 

（住所や名前等が提出日時点の状況と異なる場合は無効となりますので、ご注意ください。） 

③保護者いずれかの身分証明書（運転免許証等顔写真付きのもの）の写し 

（④ひとり親世帯の場合） 

児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給者証の写し、戸籍謄本のいずれか 

（離婚には至っていないが、調停（裁判）中の場合は、調停期日通知書の写し、事件係属証明書等） 

２．預かり保育の利用料について 

保育の必要性の認定（施設等利用給付認定（第２号又は第３号））を受けることで、預かり保育の利用

料について月額 11,300 円（満３歳児クラスの場合は月額 16,300 円）を上限に無償となります。ただ

し、一度利用料を施設にお支払いいただき、後から利用料を返すこととなります。 

※預かり保育の利用料の無償化対象額（月額限度額）は、「１か月当たりの実際にかかった費用」と 

「４５０円×１か月当たりの利用日数」のいずれか低い方の金額となります。 

【必要な手続】 

幼稚園から渡される以下の申請書類を市役所保育課窓口又は幼稚園に提出してください。 

①申請書「子育てのための施設等利用給付認定（変更）申請書（第２号・第３号）」 

②保育の必要性を証明する次のいずれかの書類（父母それぞれ必要となります） 

保護者の状況 提出書類及び添付書類 

労働 

育児休業 

就労証明書（★） 

※自営業の場合は、自営業用就労状況申告書（★）、営業許可書や開業届等の

写しも併せて提出してください。 

妊娠・出産 母子健康手帳の写し（表紙と出産予定日が分かる箇所） 

疾病 診断書（★） 

障害 障害状況等申告書（★）、障害者手帳等の写し 

介護・看護 
介護・看護状況申告書（★）、介護対象者の診断書・障害者手帳の写し・介護

保険被保険者証の写し等 

災害復旧 罹災証明書等災害の状況が分かる書類 

求職活動 就労誓約書（★） 

就学・職業訓練 在学証明書（★） 

※（★）が付いている書類は、市指定の様式となります。幼稚園又は保育課窓口で配布しているほか、市ホームページ

からダウンロード可能です。 

③世帯全員分のマイナンバーカード、個人番号通知カード又は個人番号の記載がある住民票の写し 

（住所や名前等が提出日時点の状況と異なる場合は無効となりますので、ご注意ください。） 
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④保護者いずれかの身分証明書（運転免許証等顔写真付のもの）の写し 

（⑤ひとり親世帯の場合） 

児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給者証の写し、戸籍謄本のいずれか 

（離婚には至っていないが、調停（裁判）中の場合は、調停期日通知書の写し、事件係属証明書等） 

 

３．預かり保育の利用料の請求について 

預かり保育の利用料については、一度利用料を施設にお支払いいただき、後から利用料を返すことと

なります。子育てのための施設等利用給付認定の「第２号」又は「第３号」を受けた方で、「幼稚園にお

ける預かり保育」を利用した場合の利用料の請求方法等手続については、以下のとおりです。 

【請求及び支払いの時期】 

原則として、四半期ごとに請求及び受付をいたします。 

・４月から６月までの利用分は、７月末日までに請求 

・７月から９月までの利用分は、１０月末日までに請求 

・１０月から１２月までの利用分は、１月末日までに請求 

・１月から３月までの利用分は、４月末日までに請求 

なお、市からの支払いについては、請求書が提出されてから、概ね３週間～１か月以内に指定された

振込先口座に入金します。 

【請求の方法】 

「様式第１５号 施設等利用費請求書（償還払い用）」に必要事項を記入し、利用された分の「特定子

ども・子育て支援の提供に係る領収書（兼）特定子ども・子育て支援提供証明書※１」を添付の上、東松

山市保育課窓口（郵送可）に提出してください（入園している幼稚園からの指示がある場合は、幼稚園

経由で提出することも可能です。）。 

※１ 在籍している幼稚園から発行されるものです。また、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収

書」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」は、別々に発行される場合もあります。その場合

は両方とも添付してください。 

 

４．給食費用について（対象者のみ） 

各幼稚園宛てに給食費として支払う実費徴収費用のうち、「副食材料費相当分」について、免除となる

場合があります。対象者は以下のとおりです。 

【対象者】 

・年収３６０万円未満相当※２の世帯の場合 

・第３子以降※３の場合 

・生活保護受給世帯の場合 

※２ 保護者の市区町村民税所得割の合算額が７７，１０１円未満の世帯 

    （４月から８月までは前年度分、９月から翌３月までは当該年度分の市区町村民税額を参照し 

ます。） 

※３ 同一世帯に３歳から小学校３年生までの子どもが３人以上いる場合で、かつ３人目以降に該当

する場合 
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【手続】 

対象者には、手続に必要な書類を市から通知します。 

【免除方法】 

免除相当分を幼稚園があらかじめ減額する方法又は一旦保護者が全額負担し、後日幼稚園から免除相

当分を返金する方法となります。各幼稚園により方法が異なります。 

 

◎東松山市内の認定こども園（幼稚園部分）に通う場合 

１．毎月の保育料について 

毎月の保育料は無償となります。無償化の対象となるためには、「子どものための教育・保育給付認定

（１号）」を受けていただく必要があります。 

※無償化の対象経費には、給食費、教材費、通園バス代等は含まれません。 

 

２．預かり保育の利用料について 

預かり保育の利用料について、無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定（第２号又は第３

号）」を受ける必要があります。認定を受けることで、月額 11,300 円（満３歳児クラスの場合は月額

16,300 円）を上限に無償となります。ただし、一度利用料を施設にお支払いいただき、後から利用料

を返すこととなります。 

施設等利用給付認定の区分と無償化対象額は以下のとおりとなります。 

「施設等利用給付」の認定区分 
無償化対象額（月額限度額） 

保育料及び入園料 預かり保育の利用料 

第２号 
３歳児クラス（年少）以上の子どもで、保

育の必要性がある子ども 

２５，７００円 

１１，３００円 

（日額４５０円） 

第３号 

３歳になってから最初の３月３１日を迎

えるまでの子どもで、保育の必要性があ

り、かつ市区町村民税非課税世帯の子ども 

１６，３００円 

（日額４５０円） 

※預かり保育の利用料の無償化対象額（月額限度額）は、「１か月当たりの実際にかかった費用」と 

「４５０円×１か月当たりの利用日数」のいずれか低い方の金額となります。 

【注意事項】 

・「保育の必要性がある」の条件は、保護者いずれもが以下の要件のいずれかに該当する場合です。 

①労働（１か月に６４時間以上労働していることを常態とする場合） 

   ②妊娠・出産（母親が妊娠又は産後間もない状態※１の場合） 

③疾病・障害（保護者が病気、負傷、心身障害等で、子どもの保育を必要とする場合） 

   ④介護・看護（１か月に６４時間以上、病気や障害を有する同居親族を介護・看護している場合） 

   ⑤災害復旧（地震や風水害又は火災等の災害の復旧にあたっている場合） 

   ⑥求職活動（求職活動を継続的に行っている場合） 

   ⑦就学・職業訓練（１か月に６４時間以上学校に在学している、又は職業訓練を受けている場合） 

   ⑧児童虐待のおそれ（児童虐待を行っている、又は再び行われるおそれがあると認められる場合） 
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   ⑨家庭内暴力（家庭内暴力により保育を行うことが困難であると認められる場合） 

  ⑩育児休業（育児休業を取得する際に、既に幼稚園等を利用している子どもについて、引き続き

利用が必要と認められる場合） 

   ⑪その他（①～⑩に類するものとして市長が認める場合） 

※１ 出産（予定）日の前３か月から、出産（予定）日から８週間後にあたる日の翌日が属する月の末日までの間を指します。 

 

【必要な手続】 

認定こども園から渡される以下の申請書類を市役所保育課窓口又は認定こども園に提出してください。 

①申請書「子育てのための施設等利用給付認定（変更）申請書（第２号・第３号）」 

②保育の必要性を証明する次のいずれかの書類（父母それぞれ必要となります） 

 

保護者の状況 提出書類及び添付書類 

労働 

育児休業 

就労証明書（★） 

※自営業の場合は、自営業用就労状況申告書（★）、営業許可書や開業届等の

写しも併せて提出してください。 

妊娠・出産 母子健康手帳の写し（表紙と出産予定日が分かる箇所） 

疾病 診断書（★） 

障害 障害状況等申告書（★）、障害者手帳等の写し 

介護・看護 
介護・看護状況申告書（★）、介護対象者の診断書・障害者手帳の写し・介護

保険被保険者証の写し等 

災害復旧 罹災証明書等災害の状況が分かる書類 

求職活動 就労誓約書（★） 

就学・職業訓練 在学証明書（★） 

※（★）が付いている書類は、市指定の様式となります。幼稚園又は保育課窓口で配布しているほか、市ホームページ

からダウンロード可能です。 

③世帯全員分のマイナンバーカード、個人番号通知カード又は個人番号の記載がある住民票の写し 

（住所や名前等が提出日時点の状況と異なる場合は無効となりますので、ご注意ください。） 

④保護者いずれかの身分証明書（運転免許証等顔写真付のもの）の写し 

（⑤ひとり親世帯の場合） 

児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給者証の写し、戸籍謄本のいずれか 

（離婚には至っていないが、調停（裁判）中の場合は、調停期日通知書の写し、事件係属証明書等） 

 

３．預かり保育の利用料の請求について 

預かり保育の利用料については、一度利用料を施設にお支払いいただき、後から利用料を返すことと

なります。子育てのための施設等利用給付認定の「第２号」又は「第３号」を受けた方で、「幼稚園にお

ける預かり保育」を利用した場合の利用料の請求方法等手続について、以下のとおりです。 

【請求及び支払いの時期】 

原則として、四半期ごとに請求を受付いたします。 
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・４月から６月までの利用分は、７月末日までに請求 

・７月から９月までの利用分は、１０月末日までに請求 

・１０月から１２月までの利用分は、１月末日までに請求 

・１月から３月までの利用分は、４月末日までに請求 

なお、市からの支払いについては、請求書が提出されてから、概ね３週間～１か月以内に指定された

振込先口座に入金します。 

【請求の方法】 

「様式第１５号 施設等利用費請求書（償還払い用）」に必要事項を記入し、利用された分の「特定子

ども・子育て支援の提供に係る領収書（兼）特定子ども・子育て支援提供証明書※１」を添付の上、東松

山市保育課窓口（郵送可）に提出してください（入園している認定こども園からの指示がある場合は、

認定こども園経由で提出することも可能です。）。 

※１ 在籍している認定こども園から発行されるものです。また、「特定子ども・子育て支援の提供に係

る領収書」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」は、別々に発行される場合もあります。そ

の場合は両方とも添付してください。 

 

４．給食費用について（対象者のみ） 

各認定こども園宛てに給食費として支払う実費徴収費用のうち、「副食材料費相当分」について、免除

となる場合があります。対象者は以下のとおりです。 

【対象者】 

・年収３６０万円未満相当※２の世帯の場合 

・第３子以降※３の場合 

・生活保護受給世帯の場合 

※２ 保護者の市区町村民税所得割の合算額が７７，１０１円未満の世帯 

    （４月から８月までは前年度分、９月から翌３月までは当該年度分の市区町村民税額を参照し 

ます。） 

※３ 同一世帯に３歳から小学校３年生までの子どもが３人以上いる場合で、かつ３人目以降に該当

する場合 

【手続】 

手続は不要です。 

【免除方法】 

免除相当分を認定こども園があらかじめ減額する方法又は一旦保護者が全額負担し、後日認定こども

園から免除相当分を返金する方法となります。各認定こども園により方法が異なります。 
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６．東松山市私立幼稚園等入園料等補助金のご案内 

 東松山市では、市内の私立幼稚園等に入園する児童の保護者を対象に、入園料の補助を行っています。 

 

１．対象となる施設 

 ○東松山市内の私立幼稚園 

  ・松山幼稚園 ・松山南幼稚園 ・ひさみ幼稚園  

・東平幼稚園 ・新明幼稚園 

 

 ○東松山市内の認定こども園のうち、幼稚園部分 

  ・東松認定こども園げんき ・認定こども園高坂幼稚園（仮称） 

・認定こども園松山聖ルカ幼稚園 

 

 

２．対象となる世帯 

 入園した日において、東松山市内に住民登録がある方 

 

 

３．補助額 

 ２万円（実際に入園料として納付した額※が２万円未満の場合は、その納付した額） 

 ※実際に入園料として納付した額とは、子育てのための施設等利用費の支給対象となった金額を控除

した金額を指します。 

 ※令和 8 年度以降、補助額が変更される場合があります。 

 

 

４．注意事項 

 この補助金は、園児１人につき１回限りの補助となります。一度補助を受けたあと、別の幼稚園に再

入園した場合の入園料については、補助を受けられません。 

 

詳しくは東松山市役所保育課までお問い合わせください。 
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７．東松山市内の幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）一覧 

 

〈私立幼稚園〉 

園名 経営主体 定員 所在地 電話番号 紹介ページ 

松山幼稚園 
学校法人 

東松山学園 
245 松葉町 1-26-20 22-1047 Ｐ12,13 

松山南幼稚園 
学校法人 

東松山学園 
360 箭弓町 2-7-25 22-1405 Ｐ14,15 

ひさみ幼稚園 
学校法人 

峯学園 
280 柏崎 337-4 22-1189 Ｐ16,17 

東平幼稚園 
学校法人 

竹ノ内学園 
270 東平 1518 81-3177 Ｐ18,19 

新明幼稚園 
学校法人 

堀口学園 
140 新宿町 23-7 24-2405 Ｐ20,21 

 

〈認定こども園（幼稚園型）〉 

園名 経営主体 
定員 

（幼稚園部分） 
所在地 電話番号 紹介ページ 

東松認定こども園

げんき 

学校法人 

東松幼稚園 
75 石橋 1761 2４-1606 Ｐ22,23 

認定こども園 

高坂幼稚園 

（仮称） 

学校法人 

高坂新井学園 
１６３ 高坂 3 丁目 13-2 35-1110 Ｐ24,25 

 

〈認定こども園（幼保連携型）〉 

園名 経営主体 
定員 

（幼稚園部分） 
所在地 電話番号 紹介ページ 

認定こども園 

松山聖ルカ幼稚園 

学校法人松山

聖ルカ幼稚園 
91 下青鳥 1382-16 22-0662 Ｐ26,27 

 

 

11



12



13



松山南幼稚園 

１． 幼稚園の概要 
① 設 置  学校法人東松山学園  
② 名 称  松山南幼稚園 
③ 所在地  東松山市箭弓町２－７－２５ 
④ 電 話  0493-22-1405    ＦＡＸ 0493-22-1455 
⑤ ホームページ https://www.higashi-matsuyama.ed.jp 
⑥ 保育時間 平日 登園8:30～9:00  降園 14:00～ 

⑦ 定 員  360名 
⑧ クラス   2歳・満3：1クラス 年少：2クラス 年中：２クラス 年長：3クラス  教職員23名  

２．保育目標 丈夫なからだで元気よく 豊かな心でたくましく みんなと仲良くあそべる子 

３．１日の保育の流れ  
7：30～ 8:30～ 10：00～ 11：30～12：30 ～13：30 13：30～ 14：00～ ～18：00 
早朝預かり保育 順次登園 保育開始 給食・お弁当 自由活動 降園準備 順次降園 預かり保育・課外活動 

４．給食  毎週 月・火・水・木➔週４日（牛乳付き）献立表を前月末に配布  
金曜日➔家庭からのお弁当持参 （希望により事前予約で給食も可） 

５．保育の特徴 
 ◎自然環境に恵まれた文教地域内にあり、明るく広々とした園庭に汽車が走ります。恐竜をモチーフにした総合遊具 

ディノワールドを設置し、ダイナミックに遊びを展開しています。 
◎幼児教育に献身する情熱あふれる教職員と体操・音楽・英語の専任講師がお子様の自主性と意欲を育みます。 
また、お誕生会(毎月)・じゃが芋掘り・さつま芋掘り等の収穫体験、園外保育等の様々な活動を通して子どもの豊か 
な人間性を養っています。 

◎いずれの宗教にも関係なく、豊かな人間性と情操教育を行っています。 

６．経費（令和８年度） 
 項目（年額） 年長・年中 年少 満３歳児(２歳) 
入園検定料 5,000 5,000 5,000 
入園料 60,000 70,000 70,000 

 

項目（月額） 年長・年中 年少 満３歳児 
保育料 （26,700） （27,700） （28,900） 
無償化措置自己負担分 1,000 2,000 3,200 
給食費 5,000 5,000 5,000 
教材費・特別指導料 2,000 2,000 2,000 
冷暖房費・光熱水費 1,500 1,500 1,500 
行事協力費 1,000 1,000 1,000 
施設費 1,000 1,000 1,000 
送迎バス代（バス通園児のみ） 3,900 3,900 3,900 
合計 自宅送迎児 11,500 12,500 13,700 
 送迎バス利用児 15,400 16,400 17,600 

 ※園児服代（制服と体操服各1枚）32,000円程度  
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７．子育て支援事業   
◎預かり保育【ニコニコ保育と称しています】 
   対象時間 金額 備考 
早朝預かり保育 7：30～8：30 30分100円 前日までに事前の予約が必要です。 
通常預かり保育(平常保育) 14：30～17：30 1時間200円 大きな園行事前や職員の研修日は 

お預かりできない場合もあります。 17：30～18：00 30分 200円 
特別預かり保育(長期休暇等) 8：30～16：30 2,000円 事前予約が必要です。 

 8：30～12：30 1,000円 
8：30～14：30 1,500円 
12：30～16：30 1,000円 

    
◎未就園児教室【チクタク教室と称しています】と園庭開放について 
クラス編成：月曜クラス・水曜クラス 
定  員 ：1クラス30名程度 
対  象 ：未就園児のお子様と保護者の方です。（年齢の目安は、園にお問い合わせください。） 
参 加 費 ：年額 2,000円(保険料や名札、教材費を含む) 月1～2回 
時    間  ：10：00～11：30 

園庭開放は10：45～11：30  園庭開放のみの参加の方は無料です。（年齢制限なし） 
内  容 ：季節の制作、園庭遊び、運動遊び、歌やリズム遊び（リトミック）水遊び等の様々な活動を行います。 
期  間 ：5月～10月の9回程度予定 11月からは新入園児対象の慣らし保育カリキュラムとなります。 
受  付 ：例年 1 月にホームページに掲載し、受付は 2 月開始予定です。定員数になり次第締め切りとなります。 

 

８．主な年間行事   
  １学期：入園・進級式、保育参観、じゃが芋掘り、七夕、夏祭りごっこ、お楽しみ会 

  ２学期：運動会、鼓笛演奏会（年長）、さつま芋掘り、お遊戯会、クリスマス会 

  ３学期：豆まき、保育参観、ひな祭り、卒園式、修了式 

  
９．２歳児預かり保育について 
  時 間 ：8:30～14:00 
  対 象 ：令和8年度満3歳で入園を希望するお子様 
  保育料 ：39,400円（給食費込み） 
  ※2歳児預かり保育は無償化の対象ではありません。発達段階等を考慮の上、入所日を決定させて 

頂きます。詳細は当園事務所にお問い合わせください。 
 
１０．幼稚園見学について 
  詳細はホームページの“お知らせ”のページをご覧ください。 

15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



幼稚園

①松山幼稚園
②松山南幼稚園
③ひさみ幼稚園
④東平幼稚園
⑤新明幼稚園

東松山市私立幼稚園・認定こども園マップ

⑤

・大岡市民
　活動センター

・平野市民
　活動センター

＋

①

④

◎ 市役所

⑦

・唐子市民
　活動センター

⑥

⑧

③

○×東松山
警察署

・
野本市民
活動センター

②

高坂丘陵市民
活動センター

・高坂
　図書館

・
・高坂市民
　活動センター

市民病院

松山市民
活動センター

・

⑥東松認定こども園げんき
⑦認定こども園高坂幼稚園（仮称）
⑧認定こども園松山聖ルカ幼稚園

認定こども園


